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平成２３年度（２０１１年度）第２回国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 開催日時 平成２３年（２０１１年）８月３１日（水） 

  午後２時０２分～午後５時２８分 

２ 開催場所 吹田市役所  第 3 委員会室 

３ 案件   （１） 国民健康保険条例の一部改正について（諮問） 

（２）   その他 

 

４ 出席者  委員  竹内忍一会長、後藤恭平会長代理、村口始委員、島晃委員 

四宮眞男委員、小倉信幸委員、山本道也委員、大森洋子委員、 

西田宗尚委員、友田光子委員、丸岡惇委員、 

大西春美委員、穴吹宏樹委員、和田季之委員 

       事務局 山中副市長、門脇福祉保健部長、守谷理事 

           齋藤福祉保健部次長、後藤国保高齢者医療室長、 

           漣総括参事、中井参事、堀参事ほか 

５ 署名委員 島晃委員、穴吹宏樹委員 

６ 傍聴者  １名 

７ 議事 

（事務局）本日は、何かとお忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございま

す。ただいまから、平成２３年度（２０１１年度）第２回吹田市国民健康保険運営協議

会を開催いたします。 

 まず、本日の協議会委員の御出席の確認でございますが、１４名中１４名の委員の方 

の御出席をいただいております。 

      したがいまして、吹田市国民健康保険条例施行規則第５条による成立要件を満たして

おります。 

      次に、本日の傍聴希望者の状況及び傍聴に関する規定について、事務局より御報告 

     いたします。本日は１名の傍聴希望者がございます。吹田市国民健康保険運営協議会の

傍聴に関する取扱要領の規定では、定員５名となっております。希望者が定数内ですの

で、全員の方に傍聴していただきます。 

       （傍聴人入室） 

（事務局）それでは、竹内会長よろしくお願いいたします。 

（会長）ただいまから平成２３年度、第２回国民健康保険運営協議会を開会します。 

 それでは、本日の署名委員を指名させていただきます。島委員、穴吹委員のお二人に 

お願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。本日は山中副市長が出席し

ておられますので、ごあいさつを受けたいと存じます。 

（副市長）副市長の山中でございます。本日、国民健康保険運営協議会の開催にあたり

まして、本来は、市長よりごあいさつ申し上げるべきところでございますが、あいにく
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市長は出席がかないませんので、代わって私よりごあいさつを申し上げます。本日、委

員の皆様方には、公私何かと御多用のところ、御出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

 また、平素より、本市市政の推進に格別の御理解、御協力を賜り、厚くお礼を申し 

あげます。国保をめぐる動向といたしまして、国におきましては、昨年１２月２０日に 

発表された「高齢者医療制度改革会議」の最終とりまとめに続き、本年７月１日には｢社

会保障・税一体改革成案｣が閣議報告され、国民健康保険財政の都道府県単位化、財政

基盤の強化、子どもや低所得者に対する保険料軽減制度の新設などの方向性が示された

ところでございます。こうした改革につきまして、実施時期や、詳細の内容はまだ明ら

かにされておりませんが、本市といたしましては、国の明確な財政責任を前提に、被保

険者に不安や混乱を招くことのないように、また市町村の国保財政にとって負担増とな

らないように、注意深く見守る必要があると考えております。 

 さて、本日は、国民健康保険条例の一部改正につきまして御協議をお願いしたいと存

じます。改正の内容といたしましては、国民健康保険料の前納報奨金制度を廃止する、

というものでございます。後ほど担当より詳しく御説明申し上げますので、よろしく御

審議の上、御答申いただきますようお願い申し上げます。 

 結びに、委員の皆様におかれましては、今後とも、本市の国民健康保険事業の健全な

運営にむけ、一層の御支援を賜りますようお願い申し上げまして、私からのごあいさつ

といたします。本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（会長）それでは、「１ 吹田市国民健康保険条例の一部改正（案）について」議題と

します。これにつきまして市長より諮問がございます。ここで、山中副市長より諮問書

をお受けいたします。 

（副市長より会長に諮問書手渡し） 

（会長）ただいま、諮問書をお受けいたしました事務局から改正内容について説明を受

けます。 

（事務局）今回の改正内容といたしましては、前納報奨金制度を廃止するために、吹田

市国民健康保険条例の一部改正を行おうとするものです。 

国民健康保険料の前納報奨金制度は、納付意識の向上、早期収納等を図ることを目的と

し、納期前に納付された保険料に一定の率と前納月数を乗じた額を報奨金として交付する

もので、昭和３５年（１９６０年）１０月に施行された吹田市国民健康保険条例において

規定され、現在に至っております。しかしながら、その後の経済発展や口座振替制度の普

及促進等により、当初の目的である納付意識の向上、早期収納等を図ることが既に達成さ

れたものと考えております。大阪府下の既に制度を廃止した市においても、本事業を廃止

したことによる収納率の低下は見られません。                    

さらに、国民健康保険料の前納報奨金の予算額については、平成２０年度（２００８年

度）以降、約５，０００万円を計上して国民健康保険財政の赤字要因のひとつとなってお

り、今後も前納報奨金に要する財源を確保するのが困難となっております。 
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引き続きまして、次の資料１「吹田市国民健康保険条例現行・改正案対照表」を御覧く

ださい。今回の改正案は第２４条第２項を削除するというものでございます。 

次に、資料２は、平成２３年度 前納報奨金 所得階層別 交付状況をお示しいたして

おります。 

資料３は、平成１６年度以降の前納報奨金の支払い実績をお示しております。 

なお、平成２３年度分につきましては、７月末現在の状況をお示しいたしております。 

最後に、資料４ですが、平成１８年度に前納報奨金制度が存続していた、大阪府下１７

市を対象に、前納報奨金制度の有無、廃止年度、廃止前の年度と廃止年度における収納率

の変化、廃止理由をお示しいたしております。 

なお、平成２０年度に廃止した各市において、一様に収納率を下げておりますが、これ

はこの年から後期高齢者医療制度が始まったことにより、収納率の高かった 75 歳以上の方

が国民健康保険から外れた影響によるものと考えられます。 

以上、条例改正案と資料の御説明をさせていただきました。よろしく、御審議いただき

ますようお願い申し上げます。 

（会長）説明が終わりましたので、ただいまから御質問、御意見をいただきたいと存じま

す。 

（Ａ委員）前納報奨金の廃止によりまして、収納率が下がる見込みはないのですか。 

下がる場合の保険料はどうなるのでしょうか。 

（事務局）資料４の方でお示ししておりますとおり、平成１９年度に廃止いたしました池

田市では０．４４％のマイナスですが、門真市では１．４１％上昇しております。平成２

０年度は７市が廃止し、７市共にマイナスとなっております。これは、後期高齢者医療制

度が開始された影響と考えられます。実際に吹田市でも、２．３１％のマイナスになって

おります。平成２１年度廃止の３市は、いずれもプラスとなっております。 

以上のことから、前納報奨金制度を廃止いたしましても、収納率の大きな影響はないも

のと考えております。 

（Ｂ委員）前納報奨金の廃止、減額された経緯はあるのでしょうか 

（事務局）過去には、報奨金の料率を平成１０年度に５％から３．５％、平成１５年度に

３．５％から２％に引き下げさせていただきました。 

（Ｂ委員）今回は全額廃止ですが、減額という議論はなかったのでしょうか。 

（事務局）前納報奨金制度の果たしてきた役割は既に達成されたと考えており、全額廃止

ということでお願したいと考えております。 

また、平成２４年度よりコンビニ収納導入を予定しており、収納率低下対策を図ってま

いります。 

（Ｃ委員）各所得階層の前納収納率は、どのようになっていますでしょうか。 

（事務局）資料２で説明させていただきます。 

所得３３万円以下の方２６．８０％、３３万円から１００万円以下の方２４．６６％、

１００万円から２００万円以下の方３１．３２％、２００万円から３００万円以下の方３
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２．６９％、３００万円から４００万円以下の方３４．８２%、４００万円から５００万円

以下の方３６．５７％、５００万円から６００万円以下の方３５．９０％、６００万円か

ら７００万円以下の方３２．７７％、７００万円から８００万円以下の方３７．５０％、

８００万円を超える方５２．４４％となっており、最終収納率といたしましては、全体で

８７．５％となっております。 

（Ｃ委員）それぞれの所得階層で、前納報奨金を廃止することにより収納意欲が低下する

ことはないのでしょうか。 

（事務局）滞納につきましては、初期対応を行ってまいりたいと考えております。 

（Ａ委員）保険料納付を促がす早期の具体的方法を教えて下さい。 

（事務局）口座振替の方で残額がない方につきましては、督促状を送付する前に電話催告、

納付書の方につきましては督促状発送前後に電話催告を実施すること等を考えております。 

（Ｄ委員）所得階層２００万円から４００万円の前納報奨金納付額が全体から見ますと、 

５０%になりますが、提案理由で８００万円以上の所得の方の例を記載するのは、公平性に

欠けることはないのでしょうか。 

（事務局）所得８００万円以上の方は、国民健康保険加入世帯の約２．１％、報奨金の支

払い額は全体の２３．８１％を占めていることから、理由としてあげさせていただきまし

た。 

（Ｄ委員）再度、減額して制度を残すといった御検討はできないでしょうか。 

（事務局）今、御指摘いただいております部分は率を下げる等とか、一部他市が実施し

ていますように一括前納はするけれど、月々の前払いの部分を削るとかといったとかの

検討をしたのかという御質問かと思いますが、他市がやっている制度につきまして、そ

れを吹田市に置き換えた場合に、どうなっていくのかという検討はさせていただいてお

ります。 

 結論から申し上げますと、他市のような制度にする場合どうしてもシステム上の変更

が必要になってきまして、そこにかかる経費というのが、１年間の報奨金の予算額に匹

敵するような金額がどうしてもかかってしまうということになりますので、経費的に考

えますと、引き下げることによりますメリットが実際はないのかなということになりま

すので、今回庁内で議論させていただいた中では廃止をさせていただきます。 

一方でコンビニ収納等の利便性を図らせていただき、未納されている方については時

間外、土日等の納付ができる、そういった部分で利便性を考えさせていただくというこ

とで、一定の配慮はさせていただくということを考えております。コンビニ収納の運用

については、平成２４年度実施ということで、実際に今年度に予算をいただいたうえで

準備をしております。 

（Ｄ委員）コンビニ収納は、利便性があるというように考えておりますが、所得が１０

０万円から４００万円以下の方に配慮としてあてはまるのかということと、他に考えら

れることはございますか。 

（事務局）確かにコンビニ収納は、御指摘の前納報奨金で納付していただいている１０
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０万円から４００万円の所得がある世帯に対する方の施策ということではなく、全般的

な施策ということになります。 

大きな議論になりましたのは、予算額で５，０００万円、決算額でいいますと４，８

００万円、今年度実績でいきますと５，０００万円を超えている経費の問題でございま

す。総論でいきますと、４４億円を超える国民健康保険財政の赤字の中で５，０００万

円という金額は決して少なくないということで、できれば制度として廃止させていただ

きたいと考えております。御指摘いただいている所得階層ということではなく、国保財

政全体を考えた上で結論づけたということでございます。 

（Ｄ委員）国民健康保険財政の赤字４４億円を考えた上での廃止であれば理解できます

が、赤字解消についての考えをお聞かせください。 

（事務局）赤字解消につきましては、平成２１年度から赤字解消計画をたてた中で 

運用してまいりました。２１年度からの５か年計画につきましては平成１９年度の確定

額、平成２０年度の国への返還額の合計１９億円の赤字解消ということでスタートしま

した。 

ただ、平成２１年度、平成２２年度と単年度で赤字が増えております。平成２２年度

末の数字といたしましては、総額４４億円を超える金額ということになっておりますが、

これにつきましては、大変危機感を持っております。現状でいきますと、国保高齢者医

療室内に、検討チームを立ち上げて赤字の原因、北摂で申し上げますと同規模の保険者

であります高槻市、豊中市との比較、赤字原因の一つであります給付費の伸びについて

どのような方の給付費が伸びているのかという分析を並行して行っている状況であり

ます。 

平成２４年度に向けて赤字解消計画の見直しを示して行きたいということで、運営協

議会でスケジュールを申し上げさせていただいたように、後半の２回につきましては、

できれば運営協議会でも議論をお願いしたいと考えております。現時点でお示しできる

データが準備できておりませんが、次回には準備していきたいと考えております。 

（Ｄ委員）そのようなことは運営協議会で審議することが大切だと思います。 

廃止が他市においても１９年度から２２年度にかけて行われていますが、なぜ本市が

平成２３年度に廃止を考えているのか、もっと早く検討していたのかということを聞か

せてください。 

（事務局）資料４で見ますと、平成２０年度後期高齢者医療制度が始まった年に多くの

市が廃止しております。平成２０年の１０月から国民健康保険料においても、介護保険

料と同様に年金天引きが始まるということで、その制度において平成１９年度に廃止し

ているところも前倒しでやめているということでありました。 

吹田市におきましては、後期高齢者医療制度が始まる以前から、制度的に不安定な状

況でございましたので、国民健康保険の前納報奨金の廃止を考えるにあたり、後期高齢

者医療制度がどうなるかというのが当初不明でしたので、国保の制度についてはしばら

く様子を見るという考えできております。 
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平成２０年度に赤字解消計画をたてておりますので、平成１９年度までにつきまして

は、決算額をみるかぎりでは赤字額もそれほど多くはなかったと認識しておりますので、

平成２０年度での後期高齢者医療制度が始まったタイミングでの廃止の検討というの

は充分にできていなかったということでございます。 

（Ｄ委員）後期高齢者医療制度が始まったため、混乱して検討していなかったというこ

とであれば市民の方に対して説明できないと思います。いずれにいたしましても全体の

赤字を減らすことが大切だと考えます。 

（Ｅ委員）吹田市の国民健康保険料の収納方法は引き落としではなくて、各自に納付書

を送付しているということでしょうか。 

（事務局）全体の４割は口座振替、残りの５割が納付書による金融機関への振込み、 

０．５割の方が年金からの引き落とし、嘱託員による訪問徴収、残りは口座振替を申し

込んでいるが収めていらっしゃらない方に納付書を送付して振り込んでいただいてい

います。 

また、分納されている方で当初１０回払いを１２回に変更して収めていただいている

現状もございます。 

（Ｅ委員）国民健康保険は必要なものなので、保険料を全部引き落としにできないもの

でしょうか。 

（事務局）国民健康保険料の納付方法については法律上の規定がございまして、年金天

引きできるというのは、６５歳以上で世帯の被保険者全員が６５歳以上の年金受給者で

ある方で、保険料等を年金から引いたときに、介護保険と合わせて年金額の半分を越せ

ば引けないことになります。 

口座振替をみなさんに推奨しておりますが、個人資産の貯金に対して差し引きするも

のですから、本人の同意がなければできません。 

（Ｅ委員）以前納付していない人に対して、保険証の色を変えるなどあったが、それは

どうなっているのか。払わなくても医療機関に掛かると思うが、本当に払えないのかそ

れとも払えるのに払えないといえばそのままなのか、そのあたりはどう考えていらっし

ゃいますか。 

（事務局）保険証ですが、短期の被保険者証として７月現在５６９世帯に対して 6 ヶ月

の資格期間を取っています。分納等誠実に履行されている方については郵送しています。

催告、自宅訪問させていただいても御相談していただけない方には、御来庁してくださ

いという旨の文書を送付しています。資格証明証といいまして、加入資格だけを証明す

るもので、１０割を医療機関で払っていただくものは、5 世帯に発行しています。 

（Ｅ委員）以前は違う色に保険証を出して医療機関では全額払う、それで保険料を払っ

たらその時は市が返すと決まっていたと思いますが。 

（事務局）今、御指摘いただいた分は、資格証明証でございます。保険証にかわる分で

点数としては保険給付自己負担が１０割ですが、病院の方では１０割払っていただいて、

償還払いいたします。その際に保険料のご相談もしていただきますという制度です。 
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（Ｆ委員）前納報奨金の廃止については、財政上のことを考えますと仕方がありません

が、根拠としての公平性について、違和感があります。保険料自体が所得階層によって

変わってくるので、所得階層に一定の率をかけると公平じゃないと考えます。高額所得

者の報奨金が全体の２３．８％占めているのを根拠として、廃止するという理由にはな

らないと思います。財政上のことを考えて、廃止するということならよいが、公平性の

問題を出されると、違和感があり納得できません。 

（事務局）御指摘のとおり所得が８００万円以上の方は、最高額の保険料を支払ってい

ただいていることになり、その方たちの保険料の全体の保険料を占める割合により、委

員御指摘の報奨金の割合があるものと考えております。 

確かに、提案理由の中でそういった部分を出しておりますが、やはり国保財政の赤字

という事実があります。すべてからみあった要素と考えております。 

（Ｂ委員）低所得の方は、いろいろと経済的に遣り繰りをしています。前納報奨金を廃

止することで、低所得の方で遣り繰りをされている方の負担が増えるということです。 

私たち庶民の低所得者層からしますと、報奨金が無くなると、さらに家庭への負担が広

がるのではないか、低所得者に対して前納報奨金の廃止がどのような影響をあたえるの

というのには議論していただいたのでしょうか。 

（事務局）日々窓口でそういう人と納付相談させていただいて、皆様の気持ちというの

も、充分に考えさせていただいております。制度の中で、そのような思いを持って納め

ていただいている方の気持ちを大切にしなければいけませんし、その気持ちにこたえる

何らかの方法を別途検討する必要はあると考えております。制度については保険料を早

く払っていただくとの趣旨の制度でございまして、この役割は既に達成したものと考え

ております。 

（Ｇ委員）制度廃止による５，０００万円を低所得者への対応に使っていただきたく思

います。 

（事務局）国民健康保険財政安定化のために、活かしてまいりたいと考えております。 

（Ｈ委員）前納報奨金廃止による５，０００万円に比較して、それによって生じる分割

納付に係る人件費、手数料などが増えるのではないでしょうか。  

（事務局）納め忘れの方に催告の電話をしたりして、納付件数は維持できると推測して

おります。 

（Ｉ委員）社会保障制度としての国保の役割から考えますと、保険料が高くなりすぎてい

ますがそれでいいのでしょうか。今日いただいた資料で見ると所得が１００万円以下、所

得０円の方は、収納率がどのようになっているのでしょうか。 

（事務局）所得階層０円の方が６８％、３３万円以下の方が８６％、４０万円以下となる

と８４％、というかたちになります。１００万円から４００万円の方は、８３％から８４％

となっております。 

（Ｉ委員）税金ですと所得０円だと課税されません。国民健康保険の場合、所得０円でも

支払わないといけません。収入は多少ある方もあるでしょうが、税金よりも厳しくなって
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います。前納報奨金制度を廃止すれば、５，０００万円の経費を節減できるというという

ことですが、 そのうちのいくらかを低所得者の方も保険料をさげるというわけにはいかな

いのでしょうか。 

システムを変更するのにかなりの費用がかかるという話しがありましたが、コンビニ収

納システム変更と前納報奨金廃止に係るシステム変更を同時に実施すれば費用はかからな

いのではないでしょうか。 

（事務局）システムにかかる費用は、それぞれ別途になります。同時にした場合、例えば

１プラス１が１．５にはなりません。仮の話しですが１．９９とかそういったレベルにな

るかと考えます。前納報奨金制度が残るとなれば、経費はそこの部分についてはかかりま

せん。仮に率を変更するとか、全期前納のみで期別の報奨金は対応しないという形をとる

となると、別途経費が必要になってまいります。 

（Ｉ委員）率を変更しましたり、全期前納にするだけで５，０００万円もかかるのですか。 

（事務局）基幹系システムの改修には、非常に高額な費用がかかってまいります。 

（Ｉ委員）収納率が良くない所得階層に前納報奨金を残すとか、そうしますと費用がかか

るということになるのかもしれませんが、経営の面だけで考えるのではなくて、被保険者

の生活や保険料負担を考えた変更にできないのでしょうか。 

（事務局）御指摘の点でございますが、前納報奨金制度の中で求めていくのは無理かと考

えられます。５，０００万円を所得の低い方に対して、一般施策として保険料の問題とし

て考えるのはわかりますが、前納報奨金制度の廃止にからめていくというのは、事実上不

可能であります。 

また、保険料の軽減につきましては、国の制度でございまして、法律並びに政令で決定

されるものでございます。 

また、本市独自で行っております保険料の減免制度につきましては、日々の窓口などで、

所得の低い方のお話をお聞きして、どうしても保険料を支払えないということであれば、

国保高齢者医療室も納得できることであれば、相応の対応をしていきたいと考えておりま

す。 

（Ｉ委員）所得 0 円の方で収納率 6 割台ということで、多少収入があれば何とかなるかも

しれませんが、収入が無くて過去の蓄えをつぶしていくとなると、それは厳しい話しにな

ります。所得０円でも保険料はかかってきます。その部分に保険料の免除制度を導入する

とかのシステム変更だと、５，０００万円もかからないのではないでしょうか。 

（事務局）低所得の方で保険料を支払えない方につきましては、窓口で話しを聞かせてい

ただいた上で、保険料の分納を含めて、市の条例で決められた減免制度などで対応させて

いただきます。所得０円で保険料０円とは考えておりませんが、それは十分窓口でも対応

させていただきたいと考えております。 

（Ｉ委員）所得０円の方の保険料を０円とは言っておりません。話しを聞いて、実態を把

握されて支払いが無理だなという場合特殊な場合に、保険料の免除ができないでしょうか

ということです 
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（事務局）国民健康保険料の中で４０歳から６４歳までの方には介護保険料がかかります。

介護保険料がかからない方で収入０円の方で年間２１，７７０円かかります。これには、

国の制度である保険料の７割軽減が適用されております。今、支払い困難な方でも分納、

減免納付相談を日々お受けしていますので、相談していただいたら対応させていただきま

す。 

（Ａ委員）今回は、前納報奨金を廃止するかしないかというテーマだったと思います。私

は、廃止に賛成したいと思っておりますが、国民健康保険には加入されているかたは、国

民健康保険料を支払うというのは、基本的に義務であり、収入が０円の人も１億円の方も

保険料を負担するということです。 

以前は、この制度で収納率を上げてきたということですが、 基本的に前納報奨金制度が

廃止されても、収納率は落ちないと考えております。吹田市の収納率が８７．５％から目

標の９０％になれば、保険料そのものが下がると考えております。同じ費用を使うなら、

保険料の回収のために使っていただきたい。収納率をあげることは大変だと思いますが、

８７．５％から９０％にするという意気込みをもってもらうことを条件に、この案にたい

して賛成という意見にさせていただきました。 

（Ｉ委員）どうしてもいろいろな事情があり、収入が無いという場合もあります。その際

に、医者にかかるなという訳にはいきません。今、保険料が高すぎるので、例えば、１０

０万円の所得でしたら、年間１３万円から１４万円の保険料になり、所得の１４％から１

５％の保険料で、生活に厳しい保険料になっていますから、そこを、なんとかしないとい

けません。市でも収納率を上げる努力をしているが、なかなか厳しい状況です。 

社会保障の一環だという法律で言われているような点は、忘れてはならないと思います。

制度を変える場合はそこをしっかりと考えていただき、変更しないといけません。変更は、

絶対反対という態度はとりません。 

（Ｊ委員）国民健康保険制度が都道府県単位で広域化される際に、赤字の４４億円を清算

するということですが、国や市が財源を作れるのであればいいのですが、そのことにより

保険料が上がることにならないでしょうか。 

（副市長）国民健康保険の都道府県の単位化でありますとか財政基盤の強化、子どもや低

所得者に対しての保険料の軽減制度を。新たに抜本的に変えていきましょうという国の方

向性が出されているということです。 

現実に吹田市の例で言いますと、累積赤字が４４億円あり、制度が新たにできましても

４４億円の赤字を解消した上で、つまり各市の債務については、解消した上で新たな制度

にするということが示されています。 

 （Ｋ委員）報奨金の料率を５％から３．５％、３．５％から２％に下げた数字の根拠を

教えてください。 

（事務局）根拠をお示しできる資料を持ち合わせておりません。３．５％から２％への引

き下げの経過でございますが、国民健康保険運営協議会で審議されたなかで、２％になり

ましたと前任者に聞いております。 
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（会長）今のところは大事な論点ですのできちんと調べて下さい。 

きちんとした答弁をして下さい。 

（事務局）早急に資料は探させていただきます。 

（Ｋ委員） 前納報奨金の廃止の有無の議論にあたり、根拠をはっきりしないと結論を出す

ことができないと思います。 

（Ｌ委員）前納報奨金の廃止で、５，０００万円という経費の支出が抑えられるというこ

とですが、例えば、平成２３年度の収入と支出が同じで５，０００万円分が翌年下がると

して、資料による世帯数が 5 万２，２２４世帯、予算額が５，２００万と書かれています。

つまり平成２４年度の保険料は、5 万２，０００世帯の方について約１，０００円保険料が

下がるという理解でよろしいのでしょうか。 

（事務局）保険料の算定の一番大きな要素は、医療費の実質額になりますので、平成２３

年度の見込みと同じ数字を扱っていくということになりますと、御指摘の結果になると思

いますが、ただ、現実問題といたしましては毎年数億円単位の医療費の増加がございます

ので、同じ数字で比較するというのは、なかなか難しいところがあると考えております。 

（Ｌ委員）先日、発表された医療費の動向でも平成２２年度は平成２１年度に対して３．

６％の伸びであり、診療報酬改定で増えた部分に対しての保険料に反映される分について

は、前納報奨金を廃止することによって 1 世帯あたりの保険料を、１，０００円下げられ

ますという考えでよろしいのでしょうか。 

（事務局）すべての条件を御指摘の前提条件にするのであれば、そういう結論には至りま

す。現実問題、結果論といたしましては、非常に違った数字は当然出てくると思われます。 

（Ｌ委員）皆様が御議論なさったように、前納報奨金を受けておられる方が廃止によって

損をするのではなくて、逆に保険料額が軽減されるという考え方もできるということです

か。 

（事務局）来年度の医療費の需要額が前提になってまいりますので、保険料が下がるとい

うのは、申し上げにくいところです。 

また、赤字解消計画見直しについて、様々な御議論をしていただく中で、他の要素が出

てくるかと思われます。 

（Ｆ委員）先日のニュースによりますと、政令指定都市と東京都内で国民健康保険料の滞

納者に対する差し押さえの件数が増えているということでしたが、吹田市の場合、どのよ

うにされているのでしょうか。 

（事務局）大阪市は、国民健康保険の担当ではない別部門を立ち上げて、滞納者対策を行

っております。それは、税部門の一部という位置づけで行っていると聞いております。 

本市につきましては、平成２２年度の差し押さえ実施件数は８件であります。国保高齢

者医療室としては、差し押さえに至るまでに解決するということを基本的に考えておりま

す。 

（Ｍ委員）提案理由なのですが、何度も御指摘がありましたが８００万円を超える所得階

層について書かれているところは、変更すべきと考えます。 
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また、他市の状況で前納報奨金の制度を廃止された理由は示されていますが、現在も制

度を実施している市がなぜ継続をされているのかわかりません。 

（事務局）吹田市を除きます４市につきましても、市税に関してはすべて廃止になってお

ります。大阪府下では市税で申し上げますと、本市だけが残っております。他市でも同じ

ように国民健康保険運営協議会が開催されますので、議論された中で制度として残りまし

た。 

前納報奨金については、本市と同じ様に一括払いと月ごとの前払いの納付方法から、一

括払いだけにされたとか、率を下げて支出額を押さえた中で制度として残されたという経

過は聞いております。 

（Ｍ委員）前納報奨金制度は、早期収納等を図ることを目的とし、そのことが達成された

と書かれていますが、この制度によって早期収納されていた方について、早期収納しなく

てもいいということなのですか。または、制度が廃止されても今までどおり早期収納して

いただけるとお考えでしょうか。 

（事務局）現在の収納率が定着していると判断しているということと、前納していただく

部分は規則に残しておりますので、報奨金はつきませんが、前納していただける分は前納

していただけると考えております。 

（Ｍ委員）収納率のことではなく、早期収納を図ることに意味があるということを書いて

いらっしゃるのではないのですか。早期収納の目的がキャッシュフローを上げることを目

的とするのなら、それがなくなるのではないのですかという意味です。 

（事務局）御指摘のとおり、金額で見ますと年間の収納額の４割が全期前納によって支払

われておりますので、資金繰りの面で見ますと、７月の中旬までに、年間の４割の金額、

国民健康保険を運営していく中では、国や府の補助金、一般会計繰入金など他の資金もあ

りますので、保険給付費で支払われていく金額を確保するという意味では、前納報奨金制

度では役立っておりましたが、平成２０年１０月から５％弱ですが年金からの天引き制度

というのも出来ておりますし、口座振替によってほぼ毎月確実にはいるというのが４割程

度になっている部分もありますので、前納報奨金制度ができました昭和３０年代、４０年

代の運営資金をどうしてもかき集めなければならないという状況ではないということです。 

（Ｍ委員）あまり意味がわからないのですが、そこはもういいです。 

他にコンビニ収納については、費用が一切かからずコンビニ収納を導入、運営ができる

のでしょうか。 

（事務局）導入費用といたしましては、平成２３年度予算に上げさせていただいておりま

す。コンビニで保険料を収納するにあたりましては、手数料がかかります。それが年間で

約２００万円程度のランニングコストを見込んでおります。この部分につきましては、コ

ンビニ収納を行うことによって、金融機関が開いていないから納付できないと言われる 

方に対しての対策として、２４時間３６５日納めることのできる方法をとりまして、一定

額収納率のアップを見込みまして、ランニングコストはカバーできると考えております。 

（Ｍ委員）利便性の向上により、納付する方が増えるのなら、もっと収納率が上がるので
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はと考えます。その効果を、前納報奨金制度の廃止と同時にスタートしてしまうにあたり、

どちらがどの効果が出たか判別していく予定ですか。 

（事務局）前納報奨金制度を廃止し、コンビニ収納を始めることによって収納率がどう動

くかだけでなく、国保高齢者医療室といたしましても、平成２１年度から始まった赤字解

消計画の中で、毎年度収納率を１％アップするという努力も収納率に影響いたしますから、

１つの制度を実施しないから他はしないで影響力を見るということにはならないと考えま

す。 

（Ｍ委員）収納率はわかりました。 

（Ｂ委員）コンビニ収納導入と前納報奨金の廃止とは、同時実施するように考えていらっ

しゃるのでしょうか。前納報奨金制度を維持して、コンビニ収納も進めるとい選択は考え

ていらっしゃらないのですか。 

（事務局）担当といたしましては並行で考えさせていただいておりました。ただ現実問題

として、コンビニがスタートしているから なにがなんでも報奨金を廃止しなかったら、コ

ンビニ収納はやめるのか、コンビニ収納はしないのかということにはなりません。コンビ

ニ収納につきましては財源的には確かに委員御指摘のとおりでございますが、こちらで考

えております収納率のアップ分でコストはカバーできると考えております。 

（Ｂ委員）前納報奨金制度とコンビニ収納はどのようにリンクするのでしょうか。コンビ

ニ収納を導入して、維持費として手数料が２００万円かかり、その分は、利便性を図って

収納率がアップするので、２００万円は補填されるであろうという見通しでおられますね。

そのことと、前納報奨金の廃止は、コンビニ収納導入とは直接な関わりはないですよね。

この提案のなかで、５，０００万円の報奨金が国民健康保険財政の赤字要因の一つとなっ

ているというのは、赤字の重要な理由の一つになっているという表現と同じであると私は

受け取ったのですが、私は去年から参加させてもらっているのですが収納率が非常に低い

と、アップするために窓口などいろいろ職員の方達も努力をなさっているとお聞きしまし

たが、一方で、保険料の負担の仕方をということで検討をしてきました。これが本当に大

きな赤字要因の一つになっているのか、教えてください。 

（副市長）御質問について、大きな赤字要因という意味がどうかということですが、この

５，０００万円の金額も、保険料の積算とは、必要な額の総額を足し込んで、国の補助金、

一般会計繰入金などを差し引いた額を保険料として算出し、その総額を出す時に、前納報

奨金の額５，０００万円相当額を予算の上のせしますから、当然、保険料が高くなります。

先ほどＬ委員が言われましたが、1 人あたりの保険料が１，０００円、医療費の変更が無け

ればなければ下がりますということです。これと同じことで、５，０００万円が上乗せさ

れなければ、保険料の総額が下がります。一番大きいのが医療費です。これだけ 1 年間に

必要な金額を想定します。その上に必要な事務経費等も当然かかるわけです。その総額を

所得に応じて、保険料として、被保険者のみなさんに割り振られるというわけです。５，

０００万円が差し引かれれば保険料額は下がるというわけです。 

例えば、今年度が１０億円の赤字になっているとすれば、相殺で９億５，０００万円の
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赤字になります。そのような趣旨で申しております。 

（Ｂ委員）理解しにくいですね。５，０００万円の前納報奨金予算が私たちの国民健康保

険料の中に加算され、総額から５，０００万円を除くと保険料は下がるといわれました。

前納報奨金を廃止したからといって、保険料は単純には下がらないと御返事なさったよう

に理解したのですが。矛盾を感じました。 

（Ｇ委員）保険料は単純に下がらないのに 下がるように聞こえたのです。そうすると、 

他の部分を上乗せして保険料を下げていただきたいです。 

（事務局）先ほどの答弁は。今年度の予算を組む数字が動かない中で、前納報奨金だけの

数字を動かすという仮定になります。平成２４年度につきましては、給付費は今年度より

も、おそらく上がってくると思われます。 

また、予定収納率９５％と実態収納率８７．５％の乖離をどう判断していくのかという

ことと、他の要素も考えますと、単純に１，０００円保険料が下がりますということには

ならないと申し上げておきます。 

（会長）保留になっておりました、前納報奨金の料率の変更についての答弁ができる状態

ですか。 

（事務局）平成１５年度の３．５％から２％への引き下げの経緯でございますが、これに

つきましては、当初、保険料の口座振替制度に移行していただくために、口座振替を選択

していただいた方には、３年間保険料について１％の奨励金を出すことを御提案いたしま

した。その１％の財源に、前納報奨の率を３．５％から２％に引き下げると、その財源を

使わせていただきたいと御提案をさせていただいた経過がございます。平成１０年度につ

きましては、資料を捜しております。 

（会長）根拠の説明がございましたが、Ｋ委員いかがですか。 

（Ｋ委員）財源を出し帳尻をあわすというのは、理解できるのですが、なぜ３．５％だっ

たのか、それより前は５％だったのかわかりません。 

（事務局）議事録が今ない中で申し訳ないのですが、基本的に市税の前納報奨金の額に合

わせていたという経緯があり、他市の状況に合わせていたと聞いております。 

（Ｋ委員）今の税金の前納報奨金の率は、どのようになっておりますか。 

（会長）財務部の理事者ではないので即答はできないと思います。 

（事務局）平成１０年度の引下げについてについて、確認させていただきました。大阪府

下各市の比較のなかで５％から３．５％に下げさせていただいたということです。 

（Ｋ委員）平成１０年度の国保の前納報奨金ですが、大阪府下の平均が３．５％ですか。 

（事務局）当時の資料は残っておりませんが、議事録を読んだ限りではそうです。 

（Ｍ委員）早期収納された保険料を銀行に預けていると思いますが、金利との差はどれ

くらいでしょうか。 

（事務局）国民健康保険料のキャッシュフローにつきましては、毎月の医療費の支払い

等を考えますと、年間の保険料額の４割が前納報奨金で、６月終わりから７月中旬にか

けて入っておりますが、銀行に預け入れるということはありません。累積赤字が４４億
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円ございます関係上、借金からスタートしておりますので、利子というよりは支払い利

息という形になっています。支払い利息につきましては、平成２３年度の予算を見ます

と平成２２年度より大幅に減額させていただいて１００万円を切る予算額、借金に対す

る利息の予算を組んでおります。 

（Ｍ委員）赤字４４億円の中で、１００万円ぐらいの利息ですか。前納によって、早く

入ってくる意味で考えたら 1 ヶ月いくらになりますでしょうか。 

（事務局）調べて後ほどお持ちします。税の前納報奨金の資料がございます。税につき

ましては、今年度、市府民税について一期の税額が２０万円を上限としてそれの１００

分の０．５×１２か月分で６％、最高額として市府民税には 1 万２，０００円、固定資

産税については１００分の０．５×１３か月分で６．５％、1 万３，０００円が上限と

なっております。 

（Ｍ委員）収納時期が遅れることにより、リスクを伴います。初めに支払うときはよか

ったが、途中でお金がなくなった人が当然いらっしゃると考えられるし、そのようなこ

とを考えると早期収納しいただくことは、５，０００万円以上のリスクがあり、破産と

か倒産とかで支払えなかったという収納率のリスクはどのようなものでしょうか。 

（事務局）資料４では平成２０年度につきまして、後期高齢者医療制度が始まった関係

で７５歳以上の方が抜けました。一般的に国が示しておりますのは、２%平均で下がる

と言っています。平成１９年度、２１年度、２２年度にやめた市については大きく収納

率に影響がありません。 

例えば、豊中市につきましては、前納報奨金をやめた中で３％の収納率のアップを図

っておりますので、リスクは０ではございませんが、大きな影響はないと考えておりま

す。 

（Ｍ委員）借金があってお金が無い方が、先に国民健康保険料を払うということにはな

らないと思います。景気の変動により、民間会社も倒産する可能性が上がっています。

安易に考えていると、景気と同様に崩れていってしまうリスクを、民間と同じように抱

えてしまうようになります。景気を無視することによるリスクを、馬鹿にしない方がい

いです。破産、倒産する個人、会社も始めは大丈夫だと思っているので、それが急に崩

れ落ちるのは誰だってあります。それを、市だから行政だから大丈夫との考え方では、

だめです。しっかり考えて、リスクはリスクとしてどれくらいだというのを、数字で表

せて、初めてこれで大丈夫だという根拠になります。そのようなことを無視して、大丈

夫だという返事だと、いつでもそのような答弁だけで切り抜けていこうとされていると

感じてしまいます。 

（会長）保留になっていた、答弁はありますか。 

（事務局）平成２３年度の公債費の予算でございますが、国民健康保険関係で、３３万

３，３３３円あり、借入金の利息はこれで賄う計算です。 

（会長）市税の前納報奨金に対する説明は６%、６．５５％でありましたが、御質問な

さったＫ委員いかがでしょうか。 
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（Ｋ委員）今、税金についてはそれで結構です。 

（事務局）今年度はそういう状況でございます。先日の市税審議会において市税の部分

は廃止の方針をいただいて、９月議会に条例の改正を上げる予定になっております。 

（Ｋ委員）税金の前納報奨制度がなくなる予定ということですか。 

（事務局）そのとおりでございます。 

（Ｍ委員）収納率もこれから上げていかないといけませんが、他市に合わせるだけでな

く、今だからこそ、前納報奨金を多めに設定して、収納率を引き上げるという方法もあ

りだと思っております。収入が増えるように、市税や国民健康保険も含めて、行政全体

として取り組んでいると思いますが、他市と比較するだけではなく、そのようなことも

視野に入れていただければと考えております。 

（Ｉ委員）赤字の原因として、５，０００万の前納報奨金があり、この制度を作って継

続実施されましたことを失敗とするのは、言いすぎではないでしょうか。プラスに貢献

した面も、当然見ないといけませんし、赤字の他原因としては、国の負担割合が５割で

したが、今は２割５分に下げられたことを重視すべきではないですか。 

吹田市としても、以前は被保険者 1 人あたり 4 万円ぐらい一般会計より繰り入れをし

ていましたが、今は１人あたりの繰り入れ額が大きく減少していると聞いております。

その中で、市民の暮らしがどんどん苦しくなり、保険料を払うことができない方が増え、

今の状況になっています。それを言わないで、この制度が赤字の原因であるというのは

少し言いすぎではないでしょうか。プラス面も全然評価しないというのは、廃止すると

いう提案の中で、前納報奨金制度をまったく評価しないのか、赤字の原因をそれだけし

か見ていないのか、そのことはおかしいのではないでしょうか。 

（事務局）今回、提案させていただいているのは。前納報奨金の廃止という部分でござ

います。赤字の要因がこれだけですというわけではなくて、その一つということです。 

保険料納付意識の向上、早期収納を図るという一定の目的を果たせたからということで、

このことが判断の基準になっております。 

（Ｉ委員）目的を達成しましたという説明はわかりますが、マイナス面を書かれると良

くないと思います。資料４のなかで、平成１９年度から平成２０年度にかけて廃止した

９市のうち、門真市を除く８市の収納率が下がっています。この数字だけ見ましたら前

納報奨金制度を廃止しても、下がらないという根拠にならないでしょうね。 

（事務局）平成２０年度につきましては先ほど説明させていただいたとおり、後期高齢

者医療制度が導入された年でございまして、比較的、収納率が高い７５歳以上の方が後

期高齢者医療制度に移行されましたので、全国的に２%収納率が下がっております。そ

の２％の差でこのことを見ました場合に、国保高齢者医療室としましては、特にこの制

度廃止による収納率の引き下げがなかったと考えております。 

（Ｉ委員）年金からの天引きの制度導入されたその際に、２％下がって当然だという考

えでしょうか。 

（事務局）下がっていいとは思いませんが、全国的な状況から見て、２％差し引いた 
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金額と比較するのが妥当ではないかと考えます。 

（事務局）本市の実績で申し上げますと、平成１９年度から平成２０年度にかけて２．

３１％下がっております。 

（Ｉ委員）他市では、低い収納率を上げようという努力をされていると思います 

この資料だけでは判断しにくいですが、門真市の収納率は、７割台という厳しい数字が

出ています。前納報奨金廃止後の収納率アップについては、なにか努力されたのではな

いでしょうか。 

（事務局）門真市につきましては、国民健康保険財政に多額の赤字を抱えておられるとい

うことで、平成１９年度につきましては、 収納率アップを含めた赤字解消に取り組まれた

結果、収納率が伸びているということになります。 

それから 豊中市につきましても収納率が３．０１ポイント上がっているのも、収納率の

向上対策を国民健康保険担当課ではなく、市全体で取組まれた結果と伺っております。 

（Ｈ委員）吹田市は 前期報奨金制度の予算額が５，０００万円ありますが、廃止を予定さ

れていない高槻市、茨木市、 羽曳野市、四条畷市の前納報奨金の額を教えて下さい。 

（事務局）予算額につきましては、資料を持ち合わせておりませんが、高槻市、茨木市、

羽曳野市、四条畷市につきましては、率が吹田市の半分ということになります。保険者規

模で比べますと、高槻市はほぼ吹田市と同じですので、金額でいきますと吹田市の半分だ

と推測されます。 

（Ｇ委員）前納報奨金を廃止することと、延滞料金をとることは関係があるのでしょうか。 

（事務局）延滞料金につきましては 吹田市の国民健康保険の条例で、規定していませんの

でいただいておりません。 

（Ｂ委員）前納報奨金というのは、以前いただいた予算表の諸支出金、償還金及び還付加

算金の項目に該当するのでしょうか。赤字の大きな要因になっているということが予算表

にどのように表されているのかということと、資料３によりますと過去７年間の交付件数

が書かれていますが平成２０年度以降は、横這い状態で平成１９年以前より件数にして約

１０，０００件減少しており、金額も約２，８００万円減っていると読み取れますが、ど

のように理解したらよろしいでしょうか。 

（事務局）予算表の歳出の一番上に総務費ございますが、それと平成２０年度以降に額と

件数が減って横這いになっておりますが、平成２０年度に大きな制度改革がございまして、

７５歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行されましたので、被保険者数が大きく減った

ということと、７５歳以上の方が 後期高齢者医療制度に移行される前は、前納の率が非常

に高かったということもございました。 

（Ｂ委員）保険料が年金からの天引きになったということですね。 

（事務局）必ずしも後期高齢者医療制度に移行されたから、年金からの天引きになったの

ではないのですが、後期高齢者医療制度は大阪府後期高齢者医療広域連合で前納報奨金の

制度を規定しておりません。平成２０年度で多くの市が前納報奨金を廃止しておりますの

は、後期高齢者医療制度や国民健康保険で年金天引きとなられた方との不公平感もありま
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したので、廃止されたと聞いております。 

（Ｂ委員）後期高齢者医療制度ができたことにより、７５歳以上の方が前納報奨金の恩恵

を受けられなくなったことが理由ということですが、制度ができたこと自体、私たちが望

んだ制度ではございません。理由になるものではないと思われます。 

（事務局）いろいろ御審議していただくなかで別紙１（提案理由）の中から「また、「公平

性」の点につきましても、８００万円を超える所得階層で国民健康保険料を前納されてお

られる方（国民健康保険加入世帯の約２．１％）の前納報奨金が、総額の約２３．８１％

を占めているなど納付資力の差による実質的な保険料負担について問題があります。」の部

分を削除させていただきたいてよろしいでしょうか。 

（会長）急な提案なのですが、我々が答申をいただいたときに添付されている資料がこの

とおりなので、もし削除するのであれば再作成した資料をもう一度配布していただいてか

ら提案していただきたい。冒頭の議論を、この資料に基づいてしております。別紙１を差

し替えて、このとおりにさせていただきたいという御提案なら委員で協議させていただき

たいと思います。 

（副市長）御指摘のとおりでございますので、諮問書に正式に添付させていただいている

提案文書ですので、御了解をいただけるのでありましたら、 差し替えさせていただきます。 

（会長）副市長、すぐに資料をさしかえて下さい。 

  （休憩） 

（事務局）提案理由の中の一部について、「また、「公平性」の点につきましても、８００

万円を超える所得階層で国民健康保険料を前納されておられる方（国民健康保険加入世帯

の約２．１％）の前納報奨金が、総額の約２３．８１％を占めているなど納付資力の差に

よる実質的な保険料負担について問題があります。」の部分を削除させていただきたいてよ

ろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

（会長）委員の皆様にお諮りをいたします。ただいま資料の訂正が提出されておりますが、

この訂正の資料を承認してもよろしいですか。 

   （異議なし） 

（会長）それでは、引き続き審議に入りたいと思います。他に御質問、御意見等がござい

ませんか。 

（Ｂ委員）コンビニ収納を同時並行で考えておられますが、コンビニ収納を導入するにあ

たっての費用は、国民健康保険料の中からも負担するというものでしょうか。 

（事務局）コンビニ収納にかかる負担費用につきましては、基本的に府の補助金を活用さ

せていただきます。一部賄いきれない部分につきましては、一般会計よりを繰り入れにな

りますので、保険料には影響が及びません。 

（Ｂ委員）どれほどの費用がかかるのかわかりませんが、国民健康保険料には影響がない

ということですね。ただ、手数料として２００万円かかるということですね。 

（事務局）はい、そのとおりでございます。 

（Ｌ委員）口座振替を希望された場合、３年間は１％の報奨金があると説明されましたが、
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平成１５年の改正分だけでしょうか。今も、実施されているのでしょうか。 

（事務局）口座振替納付協力金といたしまして、平成１５年度、平成１６年度、平成１７

年度と限定で実施させていただきました。 

（事務局）先ほど、Ｈ委員から御指摘がありました、前納報奨金を残している市の予算額

でございますが、茨木市１，７３４万円、高槻市２，１５０万円、羽曳野市が１，０５０

万円、四条畷市３０５万７，０００円の予算額を、計上されております。 

（Ｈ委員）高槻市と吹田市は同様な規模ですが、２，５００万円と５，０００万円の大き

な違いはどのようなことでしょうか。 

（事務局）一番の大きな要因は率です。吹田市が２％としているところ高槻市は１％にな

っております。 

また、高槻市は仮算定と本算定の２回の算定があり、前納月が１か月減ってまいります。 

（会長）他に質問はありませんか。特になければ質疑を打ち切りたいと思いますがよろし

いですか。それでは、答申をとりまとめるために、休憩とします。 

（休憩） 

（会長）会議を再開いたします。 

答申案については、後日取りまとめさせていただくということになりましたので、割愛さ

せていただきます。次に議題２「その他」について、事務局から報告を受けることにいた

します。 

（事務局）まず、国民健康保険運営協議会の他市視察でございますが、近隣の市で国民健

康保険財政運営上、参考になるところを視察しようと考えております。できましたら、来

年 1 月下旬に高槻市、又は豊中市を視察させていただきたいと考えております。 

次に、第 1 回の運営協議会で、Ｉ委員より要求がありました資料について、配布させて

いだだきます。 

資料につきましては、国民健康保険の財政問題に関わりまして、高額医療費共同事業と

保険財政共同安定化事業で実施しております事業に関して、今年度、大阪府が拠出方法を

変えたために、市の財政の赤字要因になっているのではということで資料を要求していた

だいたところです。高額医療共同事業につきましては、８０万円以上のレセプトに対して

国、府から補助金をいただきまして、府内の市町村で共に拠出しあって、高額医療に対応

しているものでございます。保険財政共同安定化事業につきましては、平成１７年度から

始まりまして、３０万以上８０万以下のレセプトに対しまして、これは国、府の補助金は

なく、市町村だけが拠出した金額で運営をしております。 

平成２２年５月１９日に国民健康保険法が改正されまして、都道府県が市町村の国民健

康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内市町村に対する支援の方針、一般

には広域化支援方針を定めることができるということが折り込まれまして、その中で広域

化支援方針の策定要領の中で財政運営の広域化に向けて、都道府県単位での保険料の平準

化を進めるための方策として、この保険財政共同安定化事業の創設に関して、拠出方法の

変更といたしまて、今までは、保険者負担割５０対医療費実績割５０でございましたが、
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大阪府では被保険者数割５０対医療費実績割２５対所得割２５にするとしております。こ

のことによる影響といたしまして、別紙２につきましては、吹田市の保険財政共同安定化

事業にかかる市町村別シミュレーションでは、拠出金といたしまして、平成２２年度収支

３，５２２万４，２４７円が、所得割を導入した後の平成２３年度収支見込として３億８，

７０８万９，４１２円になります。 

別紙１の高額医療共同事業の収支につきましては、国、府から補助金をいただいており

ますので、約３億３，０００万円歳入が多い状況になります。この２つの事業をたすとプ

ラスマイナスゼロになるところで、このことが赤字要素になるのではないかと、御心配を

いただいているものです。 

（会長）先進都市の視察についてと、Ｉ委員からの要求ありました資料の説明についてで

すが、御質問、御意見はございませんか。 

（Ｊ委員）簡単なことを聞きますが、ワンレセプトというのは１か月のことですか、1 年の

ことでしょうか。 

（事務局）レセプトは月単位でございます。 

（Ｊ委員）１か月８０万円ですか。 

（事務局）はい、そのとおりでございます。先進医療にかかられますとはるかに高額な金

額になります。 

（会長）他市視察についてですが、1 月下旬、豊中、高槻に行くということですがよろしい

ですか。 

それでは質問もないということで、吹田市国民健康保険運営協議会を閉会いたします。 

長時間みなさまお疲れ様でした。 

 


